
大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱 

（測量・建設コンサルタント等業務版） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。）第 167条の

10第 1項又は第 167条の 10の２第２項の規定を適用する測量・建設コンサル

タント等業務（以下「対象業務」という。）に係る電子入札において、大阪府

測量・建設コンサルタント等業務条件付一般競争入札実施要綱（以下「一般要

綱」という。）に基づき、低入札価格調査を行う基準としてあらかじめ設定し

た価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る入札があった場合の低入札

価格調査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）最低価格入札者 一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。以下同

じ。) において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

をいう。ただし、失格基準価格を設けた場合にあっては失格基準価格以上の

価格の入札書を提出した者に限る。 

（２）最高評価値者 総合評価一般競争入札において、予定価格の制限の範囲内

で入札した者（失格基準価格を設けた場合にあっては、失格基準価格以上の

価格の入札書を提出した者に限る。）のうち、評価値の最も高い者をいう。 

（３）落札候補者 一般競争入札においては最低価格入札者を、総合評価一般競

争入札においては最高評価値者をいう。ただし、該当する者が２者以上ある

ときは、電子くじシステムにより決定された者をいう。 

（４）発注機関 大阪府財務規則（昭和 55年大阪府規則第 48号。以下「財務規

則」という。）第 53条の３第１項及び大阪府企業財務規則（昭和 39年大阪

府規則第 28号。以下「企業財務規則」という。）第 47条の規定により契約

局長へ入札執行又は契約締結の請求を行うとされている本庁及び予算執行

機関をいう。 

（５）部局長等 財務規則第 2条第３号に定める者をいう。 

（６）調査資料 低入札価格調査を実施するために必要な資料として、あらかじ

め設計図書等で指定した資料をいう。 

（７）意向確認書 入札を行った者の当該入札に係る価格（以下「入札価格」と

いう。）が調査基準価格を下回った場合において、調査資料を提出する意思

の有無を示す調書（大阪府電子契約システムの入札書において、調査資料



を提出する意思の有無を示す入力項目を含む。）をいう。 

（８）意向確認設定案件 発注機関の長があらかじめ調査資料の提出について、

入札者の意思を意向確認書により確認することを決定した案件をいう。 

（９）失格基準価格 調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者の入札

価格によっては、その者により契約内容に適合した履行がされないと判断

する基準価格をいう。 

 

（調査資料の提出の意向の確認） 

第３条 意向確認設定案件の入札の実施にあたっては、契約局長は入札者に対

して、入札書提出時に意向確認書の提出を求めるものとする。ただし、一般

要綱第 19条の２に規定する再度の入札の場合は、この限りではない。 

２ 意向確認設定案件において、落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回

った場合、次のように取り扱う。 

（１）意向確認書において、調査資料を提出する意思がない旨を示した場合は、

当該落札候補者の入札書は無効とする。 

（２）意向確認書を提出しなかった場合又は調査資料提出に関する意思が確認

できない意向確認書を提出した場合は、調査資料を提出する意思がないも

のとみなし、当該落札候補者の入札書は無効とする。 

３ 前項に該当する者については、一般要綱第 20条の 3第 1項に定める通知を

行わないものとする。 

 

（調査対象） 

第４条 発注機関の長から契約局長へ契約締結を請求し、又は入札執行を依頼

された対象業務に係る入札のうち、調査基準価格を下回る入札が行われた場

合は、契約局長は、落札決定を保留して、落札候補者の行った入札について低

入札価格調査を実施する。 

２ 落札候補者が次に掲げる者に該当する場合は、前項の低入札価格調査の対

象としない。 

（１）入札参加資格の確認の結果、資格を有しないと認められた者 

（２）調査資料をあらかじめ指定した日に提出しなかった者 

（３）前条第２項の規定により入札書が無効となった者 

 

（失格の基準） 

第５条 前条第１項の低入札価格調査の対象となった落札候補者（以下「調査対

象者」という。）に対して実施した当該低入札価格調査の結果、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、失格とする。 



（１）大阪府の積算に計上している項目が見積られていない等必要な費用が計

上されていない場合 

（２）積算方法の説明ができない場合 

（３）当該低入札価格調査において協力的でない場合又は不誠実な行為を行っ

た場合 

（４）意向確認書において調査資料を提出する意思を示したにもかかわらず、指

定した日時までに、これを提出しなかった場合 

（５）前各号に掲げるもののほか、契約内容に適合した履行がされないと判断さ

れた場合 

（６）当該落札候補者と契約締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれが

あり、著しく不適当であると認められると判断された場合 

（７）前各号に掲げるもののほか、部局長等が要領等により別に定めた低入札価

格調査に係る失格の基準に該当する場合 

 

（調査基準価格及び失格基準価格の算出） 

第６条 対象業務を競争入札に付す場合は、契約局長が、予定価格算出の基礎

となった設計書等により、調査基準価格及び失格基準価格（失格基準価格を

設定する場合に限る。次項において同じ。）を算出するものとする。 

２ 調査基準価格及び失格基準価格の算出方法は、大阪府総務部契約局建設工

事予定価格等算定要領の定めるところによるものとする。 

 

（入札参加者への周知） 

第７条 対象業務に係る入札においては、低入札価格調査の対象工事であるこ

と並びに無効及び失格となる基準に加え、次の事項について、電子入札公告等

又は設計図書等に明記し、入札参加者へ周知を図るものとする。 

（１）調査資料は、落札候補者に対し、提出を求めること。 

（２）前号の調査資料の他に、大阪府が必要とする資料の提出を求める場合があ

ること。 

（３）前各号に掲げるもののほか、部局長等が低入札価格調査において独自に設

定した基準及び条件 等 

２ 意向確認設定案件については、前項に加え、次の事項について、電子入札公

告等又は設計図書等に明記し、入札参加者へ周知を図るものとする。 

（１）当該入札は意向確認設定案件であること。 

（２）入札書の提出時に、意向確認書を提出しなければならないこと。 

 

（調査及び審査の実施） 



第８条 低入札価格調査は、大阪府総務部契約局競争入札審査会（以下「入札審

査会」という。）が調査及び審査を行う。 

２ 前項の調査のうち積算等技術的事項に関する調査（以下「積算等調査」とい

う。）は、建設工事課長が発注機関の長に依頼する。 

３ 発注機関の長は、前項の依頼があったときは、積算等調査を実施する。 

４ 部局長等は、積算等調査を適正に行うため、あらかじめ、次に掲げる事項を

定めた要領等を整備するものとする。 

（１）積算等調査の基準 

（２）積算等調査に必要となる資料 

（３）前２号に掲げるもののほか、積算等調査を行うにあたり必要となる事項 

５ 発注機関の長は、積算等調査の結果を記載した書面（以下「積算等調査報告

書」という。）を作成し、建設工事課長に報告するものとする。 

６ 建設工事課長は、必要があると認めるときは、積算等調査以外の低入札価格

調査（経営の状況に関する調査）として、調査対象者からヒアリングを行うこ

とがある。 

７ 建設工事課長は、発注機関の長から提出を受けた積算等調査報告書、及び前

項のヒアリングを実施した場合は、当該ヒアリングの結果を記載した書面（以

下「経営状況報告書」という。）を、入札審査会に提出する。 

８ 第 1 項の規定に基づき、入札審査会は、積算等調査報告書及び第 6 項のヒ

アリングを実施した場合は経営状況報告書をもとに、第５条に規定する失格

の基準（以下「失格基準」という。）に該当するかどうかについて、審査を行

う。ただし、積算等調査について部局長等が審査を行うための機関（以下「部

局等調査委員会」という。）を設置している場合は、部局等調査委員会の審査

又は部局等調査委員会の長への報告をもって、積算等調査に係る入札審査会

の審査に代えるものとする。 

 

（誓約書の徴取） 

第９条 低入札価格調査を実施する場合は、発注機関の長は、調査対象者から契

約内容に適合した履行を確約する旨の誓約事項を記載した書類を徴取するも

のとする。 

 

（落札者の決定及び通知）  

第10条 第８条第８項の審査において、調査対象者の入札について、失格基準

に該当する事由がないと認めた場合は、契約局長は、その者を落札者とする

ものとする。 

２ 第８条第８項の審査において、調査対象者の入札について、失格基準に該



当する事由があると認めた場合は、契約局長は、その者を落札者としないも

のとする。 

３ 前項の場合においては、次の各号に定める者（以下「次順位者」という。）

の入札参加資格を確認し、資格があると認められた当該次順位者を落札者と

する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札をした者である場合は、

当該次順位者を第４条の規定による手続きを経た上、改めて調査対象者とし、

第８条の調査及び審査を行うものとする。この場合において、第８条中「落札

候補者」とあるのは、｢次順位者｣と読み替えるものとする。 

（１）最低価格入札者が落札候補者であった場合は、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって入札をした他の者のうち、最低価格をもって入札をした者 

（２）最高評価値者が落札候補者であった場合は、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札をした他の者のうち、最高評価値をもって入札をした者 

４ 第１項及び第３項の規定により落札者を決定した場合は、契約局長は、落

札者を含むすべての入札参加者に通知する。 

 

（失格の通知） 

第 11条 契約局長は、前条第２項の規定により、落札者とならなかった者に

対し、落札者とならなかった理由を付した通知を行う。 

 

（情報の公表） 

第12条 契約局長は、低入札価格調査の経緯について、落札者決定後速やか

に、公表する。 

 

（紙入札に係る規定の準用） 

第13条 紙入札における低入札価格調査は、この要綱の定めに準じて行うもの

とする。 

 

附 則 

本要綱は、平成 31 年３月２０日から施行し、平成 31年 4月 1日公告案件から

適用する。 

 

附 則 

本要綱は、令和７年１月６日から施行する。 

 


